
提

出

者

山

内

惠

子

平
成
十
五
年
一
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

一

一

号

「
北
海
道
旧
土
人
共
有
財
産
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

11



「
北
海
道
旧
土
人
共
有
財
産
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

一
九
八
七
年
（
昭
和
六
二
）
五
月
一
五
日
の
衆
議
院
「
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
」
に
お
い
て
、
五
十

嵐
広
三
委
員
が
ア
イ
ヌ
民
族
の
共
有
地
に
関
し
て
政
府
を
追
及
し
て
い
る
。
こ
と
に
、
釧
路
管
内
厚
岸
町
の
ア
イ
ヌ
共
有
地

に
つ
い
て
は
具
体
的
に
例
示
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
追
跡
調
査
を
求
め
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
総
務
庁
長
官
（
山
下
徳
夫
）
は
そ
の
所
管
す
ら
知
ら
ず
、
北
海
道
開
発
庁
政
府
委
員
（
大
串
国
弘
計
画

監
理
官
）
は
「
北
海
道
旧
土
人
法
に
関
す
る
共
有
財
産
と
言
う
な
ら
こ
れ
は
厚
生
省
だ
。
恐
ら
く
北
海
道
庁
の
方
で
そ
う
い

う
調
査
等
は
厚
生
省
の
委
任
等
を
受
け
て
や
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
問
題
は
長
い
間
あ
い
ま
い
に
処
理
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

後
藤
田
正
晴
内
閣
官
房
長
官
は
「
い
ず
れ
に
し
て
も
所
管
さ
え
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
は
こ

れ
は
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
は
政
府
内
で
検
討
を
い
た
し
た
い
」
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
以
後
、
政
府
は
何
も

明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
政
府
の
検
討
結
果
及
び
そ
の
経
過
を
詳
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

二

道
庁
が
共
有
財
産
の
調
査
を
委
任
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
ア
イ
ヌ
文
化
法
附
則
第
三
条
で
は
、
北
海
道
知
事
が
管
理
す

る
北
海
道
旧
土
人
共
有
財
産
（
共
有
地
等
と
そ
の
土
地
等
を
第
三
者
に
賃
貸
し
て
得
た
収
益
金
の
総
称
を
い
う
）
を
一
九
九

一



七
年
（
平
成
九
）
九
月
五
日
の
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
、
一
年
以
内
に
道
知
事
に
対
し
当
該
共
有
財
産
の
返
還
を
請
求
で

き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
道
知
事
に
よ
っ
て
公
告
さ
れ
た
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
に
基
づ
く
共
有
財
産
の
リ
ス
ト
を
見
る
と
、
厚
岸
町
土

人
共
有
財
産
（
現
金
二
万
八
千
三
百
四
十
二
円
）
を
含
め
道
内
の
そ
れ
は
十
八
件
、
都
合
現
金
百
二
十
九
万
三
千
九
十
八
円

で
、
共
有
地
に
つ
い
て
は
す
べ
て
共
有
者
に
返
還
済
み
と
な
っ
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
請
求
期
限
内
に
請
求

申
請
を
行
っ
た
人
々
の
う
ち
、
道
庁
は
三
十
八
人
（
計
百
十
万
六
千
三
百
四
円
）
を
共
有
者
と
認
定
し
た
。

だ
が
、
当
の
共
有
者
三
十
八
人
全
員
が
「
道
庁
の
共
有
財
産
の
管
理
の
経
緯
な
ど
が
不
明
確
だ
」
と
し
て
、
そ
の
現
金
の

受
け
取
り
を
拒
否
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
二
十
四
人
の
道
内
外
の
ア
イ
ヌ
有
志
が
一
九
九
九
年
（
平
成
一
一
）
七

月
、
道
知
事
を
相
手
取
り
、
「
共
有
財
産
」
返
還
手
続
の
無
効
確
認
や
処
分
取
り
消
し
を
求
め
る
行
政
訴
訟
を
札
幌
地
方
裁

判
所
に
起
こ
し
、
現
在
も
継
続
し
て
い
る
。

ま
た
、
そ
れ
に
先
立
つ
一
九
九
八
年
（
平
成
一
〇
）
八
月
に
厚
岸
町
土
人
共
有
財
産
の
共
有
者
の
一
人
が
、
釧
路
地
裁
に

「
厚
岸
町
ア
イ
ヌ
民
族
共
有
財
産
引
渡
処
分
無
効
等
確
認
請
求
」
の
行
政
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
そ
し
て
当
人
は
、
二
〇
〇
〇

年
（
平
成
一
二
）
一
〇
月
、
国
を
相
手
に
「
厚
岸
町
ア
イ
ヌ
民
族
共
有
地
引
渡
請
求
」
の
訴
え
を
起
こ
し
て
い
る
。

二



以
上
の
よ
う
に
、
「
共
有
財
産
」
に
つ
い
て
の
道
庁
と
の
交
渉
、
裁
判
を
通
じ
て
共
有
者
た
ち
は
、
共
有
財
産
の
公
告
内

容
の
根
拠
、
そ
の
共
有
金
の
明
細
を
記
し
た
収
支
の
内
訳
を
明
示
す
る
よ
う
要
求
し
て
い
た
も
の
の
、
道
庁
は
「
ご
要
請
の

あ
っ
た
根
拠
と
な
る
共
有
金
の
明
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
相
当
期
間
が
経
過
し
て
い
る
た
め
記
録
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
お

示
し
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
ご
理
解
願
い
ま
す
。
」
（
北
海
道
庁
環
境
生
活
部
総
務
課
長
・
一
九
九
八
年
（
平
成
一

〇
）
七
月
一
日
）
と
、
「
共
有
財
産
」
の
管
理
者
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
無
責
任
な
回
答
し
か
で
き
ず
に
い
る
。

そ
の
う
え
、
公
告
で
は
「
土
地
に
つ
い
て
は
す
で
に
共
有
者
に
返
還
済
み
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
個
々
の
共
有
地
が
第

三
者
に
売
り
渡
さ
れ
て
い
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
も
ま
た
、
道
庁
は
共
有
者
に
説
明
責
任
を
果
た
し
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
本

当
に
ア
イ
ヌ
共
有
地
売
買
が
正
規
の
手
続
の
も
と
に
行
わ
れ
た
も
の
か
疑
問
が
残
る
。

ま
た
、
も
う
少
し
丁
寧
に
調
べ
て
い
れ
ば
、
共
有
地
が
見
つ
か
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
道
知
事
管
理
の
こ

の
「
共
有
財
産
」
返
還
手
続
に
お
け
る
道
の
調
査
は
あ
ま
り
に
杜
撰
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
厚
岸
町
の
ア
イ
ヌ
共
有
地
の
場
合
、
一
九
二
四
年
（
大
正
一
三
）
二
月
、
二
十
四
筆
の
土
地
を
北
海
道
旧
土
人

保
護
法
に
基
づ
く
北
海
道
庁
令
第
二
十
一
号
に
よ
り
北
海
道
庁
長
官
が
管
理
し
た
。
そ
れ
か
ら
二
十
八
年
後
の
一
九
五
二
年

（
昭
和
二
七
）
九
月
に
道
知
事
の
管
理
指
定
廃
止
の
決
定
が
下
り
、
翌
五
三
年
四
月
に
北
海
道
釧
路
国
支
庁
長
と
共
有
者
代

三



表
と
の
間
で
「
厚
岸
町
旧
土
人
共
有
財
産
引
渡
書
」
が
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

右
引
渡
書
の
本
文
で
は
こ
の
二
十
四
筆
の
共
有
地
を
実
測
の
上
、
引
き
渡
し
致
す
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
厚
岸

小
島
の
二
筆
の
ア
イ
ヌ
地
が
「
波
浪
の
た
め
皆
無
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
七
二
年
（
昭
和
四
七
）
春
、
共
有

者
ら
が
、
公
図
を
閲
覧
し
た
と
こ
ろ
、
小
島
の
ア
イ
ヌ
共
有
地
は
島
中
央
部
に
位
置
し
て
い
て
、
海
没
す
る
よ
う
な
場
所
に

は
な
い
。
当
時
共
有
者
代
表
だ
っ
た
亡
三
田
良
吉
が
北
海
道
釧
路
支
庁
当
局
に
何
度
も
実
測
を
要
請
し
た
が
、
ま
っ
た
く
相

手
に
さ
れ
ず
、
や
む
な
く
、
釧
路
行
政
監
察
局
に
苦
情
申
立
て
を
行
っ
た
。
一
九
七
六
年
（
昭
和
五
一
）
五
月
、
右
行
政
監

察
局
か
ら
三
田
良
吉
に
対
し
、
�
本
件
引
渡
書
の
作
成
当
時
は
小
島
に
測
点
が
な
か
っ
た
か
ら
実
測
で
き
な
か
っ
た
こ
と
�

現
在
は
測
量
技
術
等
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
政
に
対
し
早
期
の
実
施
を
求
め
る
こ
と
を
勧
め
る
－
旨
の
返
答
が

あ
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
引
渡
書
に
は
虚
偽
が
記
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
亡
三
田
良
吉
の
長
男
一
良
が
、
国
を
相
手
に
二
〇
〇
二
年
（
平
成
一
四
）
三
月
一
九
日
、
釧
路
地
裁
に
起
こ
し

た
「
厚
岸
町
ア
イ
ヌ
民
族
共
有
地
引
渡
請
求
」
の
判
決
で
は
、
道
庁
が
長
年
に
わ
た
り
共
有
者
に
対
し
「
小
島
一
七
番
地
と

小
島
二
番
地
の
両
共
有
地
は
現
在
で
は
海
没
し
て
い
る
小
島
北
側
海
浜
部
に
あ
っ
た
」
と
説
明
し
て
き
た
論
拠
も
「
決
め
手

に
欠
け
る
」
と
の
判
断
を
下
し
た
。
結
果
、
小
島
の
ア
イ
ヌ
共
有
地
の
位
置
は
特
定
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
そ
の
所

四



在
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。

一
九
九
六
年
（
平
成
八
）
一
〇
月
、
釧
路
支
庁
と
共
有
者
の
交
渉
で
は
、
副
支
庁
長
が
「
釧
路
国
支
庁
の
公
印
が
引
渡
書

に
押
さ
れ
て
い
る
以
上
、
引
渡
書
の
作
成
に
つ
い
て
道
庁
と
し
て
責
任
が
あ
る
」
と
言
明
し
て
い
る
。
小
島
の
ア
イ
ヌ
共
有

地
が
現
存
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
第
三
者
が
不
当
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ア
イ
ヌ
民
族
の
財
産
権
・
人
権
を
護
る
立
場
か
ら
、
厚
岸
小
島
の
ア
イ
ヌ
共
有
地
実
測
の
早
期
実
施
を
知
事
に
勧
告
す
る

意
思
は
な
い
か
。

三

ま
た
、
右
引
渡
書
で
は
厚
岸
町
門
静
地
区
の
三
筆
の
共
有
地
が
共
有
者
に
返
還
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
知
事
の

管
理
指
定
廃
止
の
決
定
が
下
さ
れ
る
半
年
前
に
、
す
で
に
こ
の
三
筆
は
共
有
権
者
も
知
ら
ぬ
間
に
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法

に
基
づ
き
農
林
省
に
買
収
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
自
創
法
第
九
条
で
は
農
地
を
買
収
す
る
場
合
、
当
該
農
地
の
所
有
者
の

所
在
が
知
れ
な
い
と
き
に
は
、
北
海
道
公
報
に
よ
り
公
告
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
こ
の
三
筆
の
う
ち
二
筆
（
門

静
五
番
地
・
門
静
一
七
五
番
地
）
の
土
地
は
公
告
さ
え
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

政
府
は
同
法
に
反
し
て
共
有
地
を
奪
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
見
解
を
求
め
る
。

四

道
庁
の
ア
イ
ヌ
文
化
法
に
基
づ
く
「
共
有
財
産
」
返
還
手
続
作
業
は
、
無
責
任
き
わ
ま
り
な
い
も
の
だ
っ
た
と
考
え
る
他

五



な
い
。
改
め
て
知
事
が
道
内
十
八
ヶ
所
の
「
共
有
財
産
」
に
つ
い
て
の
実
態
調
査
を
行
う
責
務
が
あ
る
と
思
う
が
、
政
府
の

見
解
を
問
う
。

五

ま
た
、
十
八
ヶ
所
の
「
共
有
財
産
」
と
は
別
に
、
樺
太
ア
イ
ヌ
の
共
有
財
産
に
つ
い
て
は
公
告
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
な

ぜ
公
告
の
対
象
外
と
な
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

六


